
避難確保計画の作成等について

～水害や土砂災害から命を守るために～
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⽔防法・⼟砂災害防⽌法の改正（H29.6）

2



⽔防法・⼟砂災害防⽌法の改正（H29.6）

避 避難訓練の実施３
避難確保計画に基づいて避難訓練を実施します。職員のほか、可能な範囲で利⽤者の⽅々にも協

⼒してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。
ハザードマップを活⽤するなどして、⽔害や⼟砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するな

ど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施する
ことが重要です。

避 避難確保計画の作成１
「避難確保計画」とは、⽔害や⼟砂災害が発⽣するおそれのある場合における施設利用者の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
避難確保計画が実⾏性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただ

くことが重要です。
作成した避難確保計画は、職員のほか、利⽤者やご家族の⽅々も⽇頃より確認することができる

よう、その概要などを共有スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。

避 市町⻑への報告２
避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町長へ報告する必要があります。

避難確保計画を作成しない要配慮者利⽤施設の管理者に対して、市町⻑が必要な指⽰をする場合があります。
正当な理由なく、指⽰に従わないときは、市町⻑がその旨を公表する場合があります。
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避難確保計画の作成に役⽴つ情報
◎⽔管理・国⼟保全局HP トピックス
? ⽔防法等の⼀部を改正する法律について

◎マニュアル等
要配慮者利⽤施設の管理者等の避難確保計画の作成等の義務化について
◇要配慮者利⽤施設に係る避難確保計画の⼿引き

（洪⽔・内⽔・⾼潮編）（平成29年6⽉改訂）
? 本⽂、別冊等リンク

⽔管理・国⼟保全局 検 索
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避難確保計画作成の事例集
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